
～筑波山麓・茅刈り隊～

　やさと茅葺き屋根保存会（木崎眞会長）では、今年も茅葺
き屋根の材料となる茅を確保するため「筑波山麓・茅刈り隊」
のボランティアを募集しました。12月10日から21日の
間の8日間、つくば市の高エネルギー加速器研究機構で茅
を刈り、約2,800束の材料を確保しました。

年金記録の確認を！
「ねんきん特別便」を送付 …… P4

２月 18 日～３月 17 日 
平成19年分 所得税・市県民税申告相談 …… P2 

茨城県の後期高齢者医療制度 
年額保険料は約６万9000円 …… P5 

２月９日 
生涯学習の集い中央大会 記念講演会 …… P12

▲ つくば市高エネルギー加速器研究機構の敷地にて
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広　 報

いしおかいしおか

市の木　しい  ・  市の花　ゆり  ・  市の鳥　ひばり

I S H I O K A  № 55

１



２
月
18
日
～
３
月
17
日

平
成
19
年
分 

　

所
得
税
・
市
県
民
税
申
告
相
談

　

   

２
月
18
日
（
月
）
か
ら

　
　
　

 

３
月
17
日
（
月
）
ま
で

・
平
成
19
年
分
確
定
申
告

　
　
　
（
白
色
申
告
者
の
み
）

市
県
民
税
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

① 
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
方
ま

た
は
提
出
予
定
の
方

② 

公
的
年
金
の
み
の
収
入
で
、
平

成
20
年
１
月
１
日
現
在
の
年
齢
が
次

に
該
当
す
る
方

年　

齢

収 

入（
公
的
年
金
）

65
歳
未
満

98
万
円
未
満

65
歳
以
上

１
４
８
万
円
未
満

※
青
色
申
告
、
譲
渡
所
得
（
土
地
・

株
式
等
）、過
年
度
分
、先
物
取
引
等
、

自
衛
隊
の
若
年
退
職
者
給
付
金
の
申

告
は
土
浦
税
務
署
で
申
告
相
談
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
は
、個
人
事
業
者
等
が
そ
の
年
の
所
得
の
金
額
を
計
算
し
て
、

国
へ
納
め
る
所
得
税
の
額
を
確
定
す
る
手
続
き
で
す
。
給
与
所
得
の
み
で

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
人
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
給
与
以

外
の
所
得
や
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
扶
養
者
な
ど
の
控
除
を
追
加
や
変

更
す
る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

③ 

石
岡
市
内
に
住
ん
で
い
る
人
の

扶
養
家
族
に
な
っ
て
い
る
方
の
う

①
所
得
税
定
率
減
税
の
廃
止

②
所
得
税
の
最
低
税
率
の
変
更

　

所
得
税
の
最
低
税
率
が
10
％
か
ら

５
％（
課
税
所
得
１
９
５
万
円
未
満
）

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

③
地
震
保
険
料
控
除
が
新
設

　
「
地
震
保
険
料
控
除
」（
最
大
５
万

円
）
が
新
設
さ
れ
、こ
れ
ま
で
の
「
損

害
保
険
料
控
除
」
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
平
成
18
年
12
月
31
日

ま
で
に
契
約
し
た
長
期
損
害
保
険
料

の
み
、
経
過
措
置
と
し
て
引
き
続
き

控
除
（
最
大
１
万
５
千
円
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

④
所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た

住
宅
借
入
金
特
別
控
除
額
は
市
県
民

税
か
ら
控
除
で
き
ま
す

　

平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
入
居

し
、
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
特
別
控

除
を
受
け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
か

ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る

場
合
は
、
申
告
期
間
に
市
県
民
税
の

控
除
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
翌

年
度
の
市
県
民
税
の
所
得
割
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑤
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
の
期
間
が

選
択
可
能

　

平
成
19
年
以
降
に
入
居
し
、
新
た

に
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
す
る
場

合
、
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
期
間

が
、
こ
れ
ま
で
の
10
年
の
ほ
か
に
、

15
年
が
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
を
選
択
し

て
も
、
最
高
控
除
額
は
２
０
０
万
円

に
な
り
ま
す
。

◎
19
年
分
か
ら
変
わ
り
ま
す

◆
申
告
内
容

・
市
県
民
税
申
告

※
２
月
23
日
・３
月
１
・
８
・
９
・

15
・
16
日
は
休
日
の
た
め
、
申

告
で
き
ま
せ
ん
。

◆
申
告
期
間

　

午
前
７
時
45
分
～
午
後
４
時

＊
市
役
所
お
よ
び
八
郷
総
合
支
所
が

開
く
の
は
午
前
７
時
30
分
に
な
り
ま

す
。
開
庁
後
は
、
職
員
が
並
ん
で
い

る
方
へ
順
番
に
受
付
名
簿
記
入
の
た

め
の
整
理
券
を
お
渡
し
し
ま
す
。

※
午
後
の
部
の
名
簿
記
入
は
、
午
前

の
部
の
受
付
が
満
員
（
１
０
０
名
程

度
）
に
な
り
次
第
始
め
ま
す
。

・
市
役
所 

４
階
申
告
会
場

・
八
郷
総
合
支
所 
１
０
１
会
議
室

午
前
の
部　

午
前
８
時
45
分
～
正
午

午
後
の
部　

午
後
１
時
～
５
時
30
分

◆
相
談
業
務
実
施
時
間

◆
受
付
名
簿
記
入
時
間

◆
申
告
会
場

ス
ム
�
ズ
な
申
告
に
向
け
て　

　
　
　

収
支
内
訳
書
の
記
入
を

　

農
業
・
営
業
・
不
動
産
な
ど
の
所

得
が
あ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
申
告
相
談
を
円
滑

に
進
め
る
た
め
に
も
、
必
ず
収
支
内

訳
書
を
記
入
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

※
農
業
所
得
は
、平
成
18
年
分
か
ら
、

収
支
内
訳
書
の
み
の
申
告
に
な
っ
て

い
ま
す
。
経
費
目
安
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
事
前
に
収
支
の
計
算
を
し

て
ス
ム
ー
ズ
な
申
告
に
心
掛
け
て

く
だ
さ
い
。

　　　

次
の
①
か
ら
④
に
該
当
す
る
方
は
、

と
が
で
き
ま
す
。

④
所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た

住
宅
借
入
金
特
別
控
除
額
は
市
県
民

税
か
ら
控
除
で
き
ま
す

申
告
書
の
な
い
方
・

　
　

自
分
で
記
載
す
る
方
は

　

税
務
署
か
ら
申
告
書
が
届
か
な
い

方
で
、
市
役
所
ま
た
は
八
郷
総
合
支

所
で
申
告
相
談
を
す
る
方
は
、
申
告

書
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
関

係
書
類
と
認
印
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

自
分
で
記
載
す
る
方
は
、
土
浦
税

務
署
に
郵
送
ま
た
は
申
告
会
場
に
あ

る
自
主
申
告
箱
に
投
函
し
て
く
だ
さ

い
。
申
告
書
は
、
１
月
30
日
か
ら
市

役
所
４
階 

申
告
会
場
と
八
郷
総
合

支
所 

市
民
窓
口
課
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。

方
で
、
市
役
所
ま
た
は
八
郷
総
合
支

所
で
申
告
相
談
を
す
る
方
は
、
申
告

書
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
関

市
県
民
税
申
告
が

　
　
　
　
　

必
要
な
い
方
は

ち
、
収
入
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
方

（
健
康
保
険
の
扶
養
と
は
別
で
す
）

④ 

会
社
等
で
年
末
調
整
済
み
の
方

※
①
か
ら
④
に
該
当
し
な
い
方
で
、

平
成
19
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
方

は
、
市
役
所
で
発
行
す
る
非
課
税
証

明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険
税
・

老
齢
福
祉
年
金
・
国
民
年
金
の
受
給

資
格
な
ど
の
確
認
資
料
と
し
て
、
市

県
民
税
の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
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◎
申
告
相
談
時
に

　
　
　
　

持
参
す
る
も
の

　
「
認
印
」・「
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の
」・「
各
種
控
除
証
明
書
」
は
必

ず
持
参
く
だ
さ
い
。

　

各
所
得
の
必
要
書
類
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

○
給
与
・
公
的
年
金

・
源
泉
徴
収
票

・
支
払
証
明
書
等
の
給
与
支
払
額
が

わ
か
る
も
の

○
生
命
保
険
年
金
・
互
助
年
金
等

・
支
払
調
書

○
利
子
・
株
式（
出
資
な
ど
）
の
配
当

・
支
払
調
書

○
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得

・
収
支
内
訳
書

・
帳
簿
と
経
費
の
領
収
書

○
生
命
保
険
満
期
返
戻
金

・
支
払
明
細
書
等
（
契
約
先
か
ら
送

付
さ
れ
、
掛
け
金
の
額
や
支
払
額

な
ど
の
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
）

控
除
の
種
類

必
要
書
類
等

備　
　

考

医
療
費
控
除
平
成
19
年
中
に
支

払
っ
た
医
療
費
の
領

収
書

同
一
世
帯
の
家
族
全
員
分
を
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
人
間
ド
ッ

ク
・
予
防
注
射
代
・
文
書
料
等
は

含
ま
れ
ま
せ
ん
）

※
医
療
費
控
除
は
支
払
っ
た
医
療
費
の
一

部
が
戻
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

社
会
保
険
料
控
除
支
払
証
明
書
ま
た
は

領
収
書

国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
・
任
意
継
続
分
な
ど

（
給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
）

生
命
保
険
料
控
除

控
除
証
明
書
ま
た
は

領
収
書

「
一
般
の
生
命
保
険
料
」「
個
人
年
金
保

険
料
」
で
そ
れ
ぞ
れ
最
高
５
万
円

（
計
10
万
円
）
の
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す

地
震
保
険
料
控
除

19
年
分
か
ら
「
地
震
保
険
料
控
除
」

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
「
損

害
保
険
料
控
除
」
は
廃
止
に
な
り

ま
し
た

寄
付
金
控
除
支
払
証
明
書
（
領
収

書
な
ど
）

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
等
に
対

す
る
寄
付
金
（
学
校
入
学
・
宗
教

法
人
に
対
す
る
も
の
は
除
き
ま
す
）

障
害
者
控
除

身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
市
役
所 

高
齢

福
祉
課
で
発
行
す
る

認
定
書

自
己
ま
た
は
扶
養
親
族
の
方
が
適

用
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
認
定

書
の
発
行
を
高
齢
福
祉
課
で
受
け

て
く
だ
さ
い
（
認
定
の
度
合
い
に

よ
っ
て
は
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
）

住
宅
借
入
金

　
　
　

特
別
控
除

・
住
民
票
の
写
し

・
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

・
家
屋
、
土
地
の
登
記
簿
謄
本

・
家
屋
の
売
買
契
約
書
ま
た
は
工
事
請
負
契
約
書

・
土
地
の
売
買
契
約
書
（
要
印
紙
）

・
増
改
築
、
修
繕
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
右
の
書
類
以
外

に
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
な
ど
、
工
事
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
も
の　

◎
主
な
控
除
一
覧

土浦税務署から
○今年の確定申告期間中は、平日（月～金曜日）以外でも、
２月 24 日・３月２日の日曜日に限り、税務署にて確定
申告の相談・申告書の受付を行います。
※駐車場が狭いので、車での来署はご遠慮ください。
○国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）で所得

税・消費税の確定申告書等が作成できます。
問い合わせ　土浦税務署 個人課税部門　　
土浦市城北町４番 15 号
☎ 029-822-1100（代表）
☎ 029-822-3516（個人課税部門）

関東信越税理士会土浦支部から

○関東信越税理士会土浦支部では、所得税の還付申告無料税務相談を開催します（土・日・祝日は除く）。

会場 受付期間・時間 対　象　者

土浦税務署 ３号館会議室
（土浦市城北町４番 15 号）

２月１日（金）～ 14 日（木）
午前９時～午後３時

給与または年金の所得者で、還付申告

（中途退職・医療費控除・住宅借入金

等特別控除など）をする方

税理士会 税務相談所
（土浦市東真鍋町 2-5 土浦市民会館隣）

２月１日（金）～ 21 日（木）
午前９時 15 分～ 11 時
午後１時～３時

つくば市役所桜庁舎２階 第２会議室
（つくば市金田 1979）

１月 28 日（月）～ 2 月 22 日（金）
午前９時 15 分～ 11 時
午後１時～３時

■
問
い
合
わ
せ

市
役
所 

税
務
課 

市
民
税
担
当

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
１
１
８
）
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市
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
土
地
利
用
の
仕
方
や
都
市
の
基
盤
と
な
る
施

設（
道
路
・
公
園
・
下
水
道
な
ど
）の
整
備
の
進
め
方
を
決
め
る
に
あ
た
り
、

市
域
を
中
学
校
区
単
位
に
分
け
て
地
区
別
懇
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
第
１
回
地
区
別
懇
談
会
で
出
さ
れ
た
意
見
や
提
案
を
基
に

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
テ
ー
マ
（
主
題
）
を
検
討
し
ま
す
。

　

住
ん
で
い
る
地
域
の
懇
談
会
に
参
加
し
、
将
来
の
ま
ち
や
地
域
の
姿

を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

中学校区 開　催　日 会　　　　　場
柿 岡

１月 29 日（火）
 中央公民館

八 郷 南  自然休養村センター
園 部

１月 30 日（水）
 園部地区コミュニティセンター

有 明  恋瀬地区公民館
城 南

１月 31 日（木）
 城南地区公民館

国 府  国府地区公民館
石 岡

２月１日（金）
 東地区公民館

府 中  府中地区公民館

開 催 日 と 会 場

◆
開
催
時
間　

午
後
６
時
30
分
～

◆
対
象
者　

市
内
在
住
の
方

◆
参
加
方
法　

事
前
の
申
し
込
み
は 

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
当
日
、
各

会
場
に
直
接
お
出
で
く
だ
さ
い
。

第２回

８
中
学
校
区
ご
と
に
懇
談
会
を
開
催

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

 

＝ 

ま
ち
づ
く
り
の
テ
ー
マ
の
検
討 

＝

◆
問
い
合
わ
せ

市
役
所 

都
市
計
画
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
２
９
７
）

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
基
礎
年
金

番
号
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
約

５
千
万
件
の
記
録
に
つ
い
て
、
昨

年
11
月
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

よ
る
名
寄
せ
作
業
を
始
め
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
基
礎
年
金
番
号
の
記

録
と
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ
る
記

録
が
出
て
き
た
方
に
、
３
月
ま
で

を
目
途
に
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

を
順
次
送
付
し
て
い
ま
す
。　
ま
た
、

そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
方
に
も
、
次
に

よ
り
順
次
送
付
し
ま
す
。

・
年
金
受
給
者
の
方
…
４
～
５
月

・
現
役
加
入
者
の
方
…
６
～
10
月

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
届
い
た

ら
、
自
身
の
年
金
記
録
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

住
所
・
氏
名
が
変
わ
っ

た
方
は
手
続
き
を
！

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
届
け
る

た
め
に
、
住
所
や
氏
名
が
変
わ
っ
た

方
は
、
次
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

● 

住
所
変
更

　

住
所
変
更
届
が
済
ん
で
い
な
い
方

は
、
変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

氏
名
の
変
更

結
婚
な
ど
で
氏
名
の
変
わ
っ
た
方

で
、
氏
名
の
変
更
届
を
し
て
い
な
い

場
合
は
、
変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◎ 

手
続
先
（
住
所
・
氏
名
と
も
に
）

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
…
市

役
所 

保
険
年
金
課
・
八
郷
総
合
支

所 

市
民
窓
口
課

・
厚
生
年
金
加
入
者
・
国
民
年
金
第  

３
号
被
保
険
者
…
厚
生
年
金
加
入
者

の
勤
務
先
の
社
会
保
険
担
当

・
年
金
受
給
者
…
社
会
保
険
事
務
所

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
で
は
、
社

会
保
険
庁
が
把
握
し
て
い
る
加
入
記

録
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

記
録
が
届
い
た
ら
、
自
身
の
記
録

に
記
載
も
れ
や
誤
り
が
な
い
か
十
分

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

確
認
後
、
訂
正
が
な
い
場
合
に
は

「
年
金
加
入
記
録
照
会
票
」
か
ら
「
確

認
は
が
き
」
を
切
り
離
し
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　

訂
正
が
あ
る
場
合
は
、
①
年
金
受

給
者
の
方
と
、
②
現
役
加
入
者
の
方

内
容
確
認
と
確
認
後
の

回
答
を
！

・
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５

　

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

　

☎
０
３
・
６
７
０
０
・
１
１
４
４

・
土
浦
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
２
９
・
８
２
４
・
７
１
２
１

・
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.sia.go.jp

■
問
い
合
わ
せ

市
役
所 

保
険
年
金
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
１
３
４
）

八
郷
総
合
支
所 

市
民
窓
口
課

☎
４
３
・
１
１
１
１
（
内
１
１
２
４
）

詳
細
に
つ
い
て
の
問
い

合
わ
せ
先

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
送
付

年
金
記
録
の
確
認
を
！

で
手
続
き
方
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

注
意
し
て
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
受
給
者
の
方
は
「
年
金
加
入

記
録
照
会
票
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、「
確
認
は
が
き
」
を
切
り
取
ら

ず
に
年
金
証
書
を
添
え
て
、
最
寄
の

社
会
保
険
事
務
所
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

②
現
役
加
入
者
の
方
は
「
年
金
加
入

記
録
照
会
票
」
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、「
確
認
は
が
き
」
を
切
り
取
ら

ず
に
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

▲ 第１回懇談会の様子

広報いしおか　№５５　４



約
６
万
９
０
０
０
円

茨
城
県
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

年
額
保
険
料
は

　

来
年
４
月
か
ら
75
歳
以
上
の
す
べ

て
の
方
（
65
歳
以
上
の
一
定
の
障
害
を

有
す
る
方
で
広
域
連
合
が
認
定
し
た
方

を
含
む
）
は
、
現
在
加
入
し
て
い
る
国

民
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
か
ら
脱

退
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
均
等
割
と
所
得
割
の
合
計

　

保
険
料
（
年
額
）
は
、
介
護
保
険

と
同
様
、
個
人
ご
と
に
計
算
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

計
算
方
法
は
、
対
象
者
が
等
し
く
負

担
す
る
均
等
割
額
（
均
等
割
）
と
、
所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
率

（
所
得
割
）
と
の
合
計
額

（
１
０
０
円
未
満
切
捨
）

に
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
や
社
会
保
険
な
ど
の

扶
養
者
に
は
保
険
料
の
軽
減
措
置
が

●
所
得
の
低
い
方

　

世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
均
等
割
分

　
（
３
万
７
４
６
２
円
）
の
７
割
・
５

　

 

割
・
２
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
今
ま
で
、
社
会
保
険
な
ど
の
扶
養

　

者
に
な
っ
て
い
る
方

　

資
格
を
得
た
月
か
ら
２
年
間
、
保

険
料
は
均
等
割（
３
万
７
４
６
２
円
）

の
み
と
な
り
、
そ
の
５
割
が
軽
減
さ

れ
、
さ
ら
に
平
成
20
年
度
は
次
の
よ

う
な
措
置
が
さ
れ
ま
す
。

・ 

平
成
20
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の

　

半
年
間
は
均
等
割
の
10
割
が
軽
減

・ 

平
成
20
年
10
月
か
ら
平
成
21
年
３

　

月
ま
で
の
半
年
間
は
均
等
割
の
９

　

割
が
軽
減

単身世帯の場合
 夫婦２人世帯の場合

夫（世帯主）　　妻

年金収入 153 万 168 万 203 万 300 万 192 万 135 万

総所得金額等 33 万 48 万 83 万 180 万 72 万 15 万

所得割 0 11,400 38,000 111,720 29,640 0

均等割 11,239 11,239 29,970 37,462 18,731 18,731

(軽減の割合) (7 割軽減 ) (7 割軽減 ) (2 割軽減 ) (軽減なし) (5割軽減) (5 割軽減 )

保険料(年額) 11,200 22,600 67,900 149,100 48,300 18,700

保険料の具体例（いずれも収入が年金のみの場合）　　 単位：円

保
険
料
の
納
付
は
原
則
年
金
天
引
き

　

保
険
料
は
、
介
護
保
険
と
同
様
に

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次

の
条
件
な
ど
に
該
当
す
る
方
は
、
市

役
所
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ

り
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
普
通

徴
収
）。

・ 

年
金
額
が
、
年
額
18
万
円
未
満
の
方

・ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護

　

保
険
料
の
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金

　

額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
方

・ 

年
度
途
中
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

　

制
度
に
加
入
し
た
方

問
い
合
わ
せ

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
９
・
３
０
９
・
１
２
１
３

ＦＡＸ
０
２
９
・
３
０
９
・
１
１
２
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.
ibaraki-kouikirengo.ecnet.jp/

市
役
所 
保
険
年
金
課 

医
療
年
金
担
当

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
１
４
５
）

均
等
割

３
万
７
４
６
２
円

所
得
割

７
・
６
０
％

保
険
料

＝＋

　

所
得
割
の
額
は
、
対

象
者
本
人
の
総
所
得
金

額
等
か
ら
基
礎
控
除
額

33
万
円
を
差
し
引
い
た

金
額
を
も
と
に
計
算
さ

れ
ま
す
。
計
算
方
法
に

よ
り
試
算
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
は
じ
ま
る
、
75
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。
茨
城
県
の
一
人
当

た
り
の
平
均
保
険
料
は
、
年
額
６
万
９
３
５
５
円
に
な
る
見
込
み
で
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法
や
納
付
方
法
に
つ
い
て
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

５　広報いしおか　№５５

※保険料率は医療費の動向を踏まえて２年ごとに見直されます。
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日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

27
（水）

　　3 歳児健診（対象：H17.1 月生まれ）
13：00 ～ 14：00
さわやか健康クラブ【中級】（要予約）
9：30 ～ 11：30
さわやか健康クラブ【メタボ改善】（要予約）
13：00 ～ 15：00

28
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  中央公民館
女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00  市役所
　（要予約）市役所 企画課（内 222）

リハビリテーション 9：30 ～ 11：30

29
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  国府地区公民館

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

22
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  国府地区公民館

リハビリテーション（要予約）13：00 ～ 15：00
1 歳６か月児健診（対象：H18.6 ～ 7 月生まれ）
 13：00 ～ 13：45

23
（土）

休日市税納税相談  （納付） 9：00 ～ 16：30　
市役所 収納特別対策室（内 112）
23 ～ 24 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30
緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

24
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30
外科  友部整形外科　☎ 26-2339
内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

25
（月）

26
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00  市役所　
　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）
女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00 中央公民館
　（要予約）市役所 企画課（内 222）

乳児健診（対象：H19.9 ～ 10 月生まれ）
12：30 ～ 13：00

消費生活相談
月～金曜日（昼除く）

10:00 ～ 16:30 消費生活センター（市役所内）☎ 22-2950
教育相談    9:30 ～ 17:00 教育相談室（府中小学校）☎ 24-5519

年金相談（要予約）
２月５日（火） 10:00 ～ 15:00 常陽銀行石岡支店 ☎ 23-1202
２月 21 日（木）   9:00 ～ 16:00 石岡郵便局  ☎ 22-2406

年金・社会保険相談 ２月１日（金） 10:00 ～ 14:00 石岡商工会議所 ☎ 22-4181

◎会場はサポート１の 5 階大ホール
不動産相談 (要予約 ) ２月１日（金） 13:00 ～ 16:00
暮らしの給排水相談 (要予約 ) ２月１日（金） 13:00 ～ 16:00

精神クリニック (要予約 ) 第 2･3 金曜日
第 4 火曜日

13:00 ～ 15:00
10:00 ～ 12:00 土浦保健所 ☎ 029-821-5516

交通事故相談
(弁護士相談は要予約 )

月～金曜日（昼除く）
弁護士相談 水曜日

   9:00 ～ 16:30
13:00 ～ 16:00 県南地方交通事故相談所 ☎ 029-823-1123

身体障害者（児）・戦傷病者　
補装具巡回相談

２月 20 日（水） 13:30 ～ 15:00 土浦市障害福祉課 ☎ 029-826-1111（内 2454）
◎会場は土浦市勤労者総合福祉センター※身体障害 ( 戦傷病 ) 者手帳と印鑑を持参

そ
の
他
の
無
料
相
談

　　旧石岡市の方が対象  　石岡保健センター　☎ 24-1386　　
　　旧八郷町の方が対象　  八郷保健センター　☎ 43-6655
石

八

石

八

八

八

八

石

八

２
月
20
日

　

骨
い
き
い
き
健
康
教
室

　

丈
夫
な
骨
は
健
康
な
体
に
と
っ
て
不
可
欠
な

も
の
。
し
か
し
、
最
近
で
は
若
い
女
性
や
男
性
に

も
骨
粗
し
ょ
う
症
の
予
備
軍
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

骨
粗
し
ょ
う
症
を
防
ぐ
に
は
、
食
事
と
運
動
を

中
心
と
し
た
生
活
習
慣
の
見
直
し
と
改
善
が
大
切

で
す
。

　

生
活
習
慣
を
見
直
し
て
、
よ
り
丈
夫
な
骨
を
つ

く
り
ま
し
ょ
う
。

【
日　

時
】　

２
月
20
日
（
水
）　

午
前
９
時
～
正
午

【
場　

所
】　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

【
対
象
者
】　

骨
粗
し
ょ
う
症
治
療
中
の
方
、
検
診

で
要
注
意
の
方
、
希
望
す
る
方

【
持
参
す
る
物
】

 

・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
結
果

　

 

表
（
受
診
者
の
み
）

 

・
健
康
手
帳

 
・
運
動
の
で
き
る
服
装
・
靴

 
・
水
分
補
給
の
た
め
の
飲
み
物

【
募
集
人
員
】　

先
着
25
名
（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

【
申
込
期
間
】

　

２
月
１
日（
金
）～
15
日（
金
）

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
３
・
６
６
５
５

広報いしおか　№５５　６
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日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

11
（月）
建国記
念の日

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30
外科  石岡循環器科脳神経外科病院  ☎ 58-5211
内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

12
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00  市役所　
　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）
農業委員会総会 14：00 ～   八郷総合支所

子育て相談室（対象：0 ～ 3 歳児）
 9：30 ～ 11：30

　  1 歳児健康相談（対象：H19.2 月生まれ）
 13：00 ～ 14：00
健康相談 9：30 ～ 11：30　小幡地区公民館

13
（水）

保健相談室（要予約）9：30 ～ 11：00
2 歳児母子歯科健診（対象：H18.1 月生まれ）
13：00 ～ 14：00
精神デイケア（要予約）9：30 ～ 11：30
健康相談 9：30 ～ 11：30
　葦穂地区多目的研修センター

14
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  中央公民館
女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00  市役所
　（要予約）市役所 企画課（内 222） 

　  訪問リハビリ（要予約）9：30 ～ 11：00
リハビリテーション 9：30 ～ 11：30   
健康相談 9：30 ～ 11：30 恋瀬地区公民館

15
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  国府地区公民館       

　  リハビリテーション（要予約）13：00 ～ 15：00   

16
（土）

休日市税納税相談  （納付） 9：00 ～ 16：30
　市役所 収納特別対策室（内 112）
16 ～ 17 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30
緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515              

17
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30
外科  斉藤病院  ☎ 26-2131
内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

18
（月）

 精神デイケア（要予約）9：30 ～ 11：30
 　  マタニティースクール 3 課（要予約）
 10：00 ～ 11：30 石岡保健センター
 心の健康相談（要予約）13：30 ～ 15：00
 保健相談室 9：30 ～ 11：30

19
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00  市役所　
　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）

　 1 歳６か月児健診（対象：H18.8 月生まれ）
 13：00 ～ 14：00

20
（水）

献血 13：30 ～ 16：00  石岡市医師会病院

　  骨いきいき健康教室（要予約）
　 【申込期間：2 月 1 日～ 15 日】9：00 ～ 12：00

21
（木） 

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  中央公民館
女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00  市役所
　（要予約）市役所 企画課（内 222）

　  訪問リハビリ（要予約）9：30 ～ 11：00
　  リハビリテーション 9：30 ～ 11：30
　  訪問リハビリ（要予約）13：30 ～ 15：30

日 . 曜 行事・各種相談・健診・休日緊急診療など

１
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  国府地区公民館

　リハビリテーション（要予約）13：00 ～ 15：00 
　 1 歳児健康相談（対象：Ｈ 18.12 ～ H19.1 月生まれ）

 9：30 ～ 10：30

2
（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～ 17 日）

　　　　　　　（～３月３日）　中心市街地商店街

2 ～３日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30
緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

3
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30
外科  渡辺クリニック  ☎ 26-7633
内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

4
（月）

　　　マタニティスクール１課（要予約）
　　9：30 ～ 12：00  石岡保健センター

さわやか健康クラブ【初級】（要予約）
13：30 ～ 15：30

5
（火）

無料法律相談 13：00 ～ 16：00  八郷総合支所　
　（要予約）市役所 秘書広聴課（内 212）　
市町村訪問児童相談 10：00 ～ 16：00 国府地区公民館
　（要予約）市役所 こども福祉課  （内 174）

　 子育て相談室（対象：0 ～３歳児）
　 9：30 ～ 11：30
　 4 か月児健診（対象：H19.9 月生まれ）
　 13：00 ～ 14：00

6
（水）

　 子育て相談室（対象：乳幼児）9：30 ～ 11：00
　 心の健康相談 13：30 ～ 15：30 

7
（木）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  中央公民館
女性のための困りごと相談 13：30 ～ 16：00  市役所
( 要予約）市役所 企画課（内 222）

　 リハビリテーション 9：30 ～ 11：30 　  

8
（金）

心配ごと相談 13：00 ～ 15：00  国府地区公民館

     リハビリテーション（要予約）13：00 ～ 15：00

9
（土）

休日市税納税相談  （納付） 9：00 ～ 16：30　
市役所 収納特別対策室（内 112）
9 ～ 11 日の夜間緊急診療　受付 19：00 ～ 22：30
緊急診療所（内科・小児科）石岡市医師会病院内☎ 23-3515

10
（日）

休日の緊急医  受付 9：00 ～ 11：30・13：00 ～ 15：30
外科  府中クリニック  ☎ 22-2146
内科・小児科  緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎ 23-3515

２月の行事・健診・緊急診療

フラワーパーク「春を呼ぶ福寿草まつり」

石岡ひな巡り

八

八

石

石

八

石

八

八

石 八

石

石

八

八

八

石

石

石

八

八

八

八
石

石

石

石

石

石

　　　【納期限　 2月 29日】

   固定資産・都市計画税・第4期

　 国民健康保険税・・・・第8期

　 介護保険料・・・・・・第6期

２月の納税

八

八

石
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八
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石岡市役所
　☎ 23 ー 1111
八郷総合支所
　☎ 43 ー 1111
石岡消防署
　☎ 23 ー 0119
八郷消防署
　☎ 43 ー 6491
火災情報
　☎ 24 ー 1818
テレホンサービス
　☎ 0800 ー 800 ー 7766

募

集

イ
ベ
ン
ト

石
岡
市
美
術
協
会
展

　

日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
美

術
・
写
真
・
書
を
２
会
場
、
３
期
に

分
け
て
展
示
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
出

で
く
だ
さ
い
。

日
程

第
１
期　

２
月
３
日（
日
）～
９
日（
土
）

第
２
期　

２
月
10
日（
日
）～
16
日（
土
）

第
３
期　

２
月
17
日（
日
）～
23
日（
土
）

開
催
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
い
ず
れ
も
最
終
日
は
午
後
２
時
終
了

展
示
場
所
・
内
容

○
香
丸
資
料
館
（
石
岡
市
府
中
１-

４-

14
）

第
１
期 

日
本
画
、
第
２
期 

工
芸
美
術

○
茨
石
商
事
ロ
ハ
ス
ス
タ
ジ
オ
（
石

市
営
霊
園
の

　

使
用
者
を
募
集
し
ま
す

【
半
ノ
木
霊
園
】

半
ノ
木
１
１
１
３
２
番
地
２

面
積　

４
㎡
（
２
×
２
）

　

永
代
使
用
料　

25
万
３
千
円

面
積　

５
㎡
（
２
×
2.5
）

　

永
代
使
用
料　

31
万
６
千
円

【
龍
神
山
霊
園
】

染
谷
１
８
５
４
番
地
３

面
積　

５
㎡
（
２
×
2.5
）

　

永
代
使
用
料　

11
万
５
千
円

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ

タ
ー
募
集

　

総
務
省
で
は
、
誰
で
も
安
心
・
快

適
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
電

気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
方
か
ら
の
意
見
や
要
望
を
今
後

の
電
気
通
信
行
政
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー

を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関

心
の
あ
る
満
20
歳
以
上
の
方
で
、
次

平
成
20
年
度

市営住宅入居者募集

■受付期間

　２月１日（金）～
　　　　13 日（水）
■戸数・家賃

住宅名 募集
戸数 家賃（円） 間取 備考

正上内台団地 １ 20,700 ～
　35,800

3DK
水洗自由ヶ丘団地 ２ 26,600 ～

　44,100

新池台団地
１ 26,100 ～

　47,500２ 2DK

▲正上内台団地

■申し込み・問い合わせ

　市役所 建築住宅指導課
　☎ 23-1111（内 262・263）

岡
市
府
中
２-

３-

19
）

第
１
期 
洋
画
・
彫
刻
、
第
２
期 

写

真
、
第
３
期 
書

問
い
合
わ
せ　

会
長  

塚
原
明
義

☎
２
６
・
３
０
４
５

※
永
代
使
用
料
は
一
度
限
り
の
納
入

で
す
。
年
間
管
理
料
は
毎
年
の
支
払

い
で
、
使
用
開
始
月
か
ら
の
月
割
り

計
算
と
な
り
ま
す
（
年
間
２
５
２
０

円
）。
埋
葬
で
き
る
の
は
焼
骨
と
遺

骨
の
み
で
す
。
墓
碑
等
の
設
置
は

届
出
が
必
要
で
、
設
置
基
準
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
石
材
店
の
指
定
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

申
込
資
格　

石
岡
市
に
１
年
以
上
お

住
ま
い
の
方
で
、
戸
籍
の
筆
頭
者
又

は
世
帯
主
の
方
に
限
り
ま
す
。

受
付
時
間　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
を

除
く
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

受
付
場
所　

市
役
所 

環
境
対
策
課

＊
申
し
込
み
に
は
、
住
民
票
抄
本
の
提

出
な
ど
い
く
つ
か
の
注
意
点
が
あ
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

市
役
所 

環
境
対
策
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
１
４
１
）

※単身での申し込みはできません。また、新池台団地
の 2 ＤＫの部屋は車椅子対応住宅（身障者向け）の
ため、身障者の方が優先になります。

情報
ネットワーク

広報いしおか　№５５　８
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情報　ネットワーク

　

い
つ
も
の
食
卓
が
、
ち
ょ
っ
と
し

た
工
夫
で
大
変
身
！ 

お
部
屋
を
素

敵
に
演
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
今
回

は
、
初
心
者
向
け
の
講
座
で
す
。

日
時　

２
月
15
日
（
金
）　

　
　
　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

早
春
の
テ
ー
ブ
ル
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
講
座

物品・役務の提供等

入札への参加を希望する方へ
　平成 20・21 年度「石岡市入札参加資格審査申請書」の
受付を行います。市が発注する物品納入、役務の提供、印刷
等の一般・指名競争入札に参加を希望する方は、入札参加申
請書を次の要領で提出してください。
受付期間　２月１日（金）～ 29 日（金）
　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
受付時間　午前９時～午後５時まで
受付場所　契約検査室（郵送可）
有効期間　平成 20 年４月１日から２年間
※詳しくは、契約検査室で配布する「作成要領」または市　
のホームページをご覧ください。

入札参加登録業者（市内業者）の方へ
　平成 19・20 年度石岡市競争入札参加資格者名簿（工事）
に登録されている業者（市内に本店または支店・営業所を置
く方のみ）の方は、
・最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し
・経営規模等評価申請時に提出した技術職員名簿（受付印の
あるもの）の写しを、上記の受付期間までに契約検査室へ提
出（郵送可）をお願いします。

建設工事

◆提出先・問い合わせ

　総務部 契約検査室（市役所４階）
　〒 315-8640　石岡市石岡一丁目１番地１
　☎ 23-1111（内 432・433）
　ホームページ　http://city.ishioka.lg.jp

　

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
、
毎
日
通
学

で
き
な
い
人
で
も
、
職
場
や
家
庭
に

い
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
学
校

で
す
。
幅
広
い
年
代
の
人
が
学
ん
で

い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

受
付
日
時　

一
般
入
学 

３
月
13
日（
木
）～
26
日（
水
）

編・転
入
学 

２
月
18
日（
月
）～
22
日（
金
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日
・

祝
日
は
除
き
ま
す
）

※
応
募
資
格
・
提
出
書
類
等
の
詳
し

い
内
容
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

茨
城
県
立 

水
戸
南
高
等
学
校

☎
０
２
９
・
２
４
７
・
４
２
８
４

県
立
水
戸
南
高
等
学
校

通
信
制
課
程 

生
徒
募
集

平
成
20
年
度

の
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
方

活
動
内
容　

総
務
省
が
実
施
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答
（
年
２
回

予
定
・
全
員
）、
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の

出
席（
年
１
回
・
出
席
依
頼
を
し
た
方
）

※
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
謝

礼
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

委
嘱
期
間　

４
月
１
日
か
ら
平
成
21

年
３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間

募
集
人
数　

１
５
０
名

応
募
方
法　

は
が
き
、封
書
、フ
ァ
ッ

ク
ス
、
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
の
表
題

に
「
モ
ニ
タ
ー
希
望
」
と
記
入
の
う

え
、
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・

氏
名
・
フ
リ
ガ
ナ
・
性
別
・
年
齢
・

職
業
・
応
募
の
動
機
・
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
（
任
意
）
を
記
入
し
て
応
募
く

だ
さ
い
。

募
集
期
間　

１
月
21
日
（
月
）
か
ら

２
月
25
日（
月
）ま
で（
当
日
消
印
有
効
）

※
採
用
さ
れ
た
方
に
は
、
３
月
ま
で

に
通
知
し
ま
す
。

応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

総
務
省 

関
東
総
合
通
信
局 

情
報
通
信

部 
電
気
通
信
事
業
課 

モ
ニ
タ
ー
担
当

〒
１
０
２-

８
７
９
５　

東
京
都
千

代
田
区
九
段
南
１-

２-

１ 

九
段
第

３
合
同
庁
舎
23
階

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
６
７
６

ＦＡＸ
０
３
・
６
２
３
８
・
１
６
９
８

電
子
メ
ー
ル　

m
onitor-kanto@

rbt.soum
u.go.jp

定
員　

24
名
（
申
し
込
み
多
数
の
場

合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
）

費
用　

３
０
０
円
（
菓
子
代
な
ど
）

申
込
方
法　

申
込
書
に
記
入
の
う

え
、
直
接
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
東
地
区
公
民
館
に
あ
り

ま
す
。

申
込
締
切　

１
月
29
日
（
火
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

東
地
区
公
民
館　

石
岡
市
東
石
岡
４-

６-

24

☎
２
６
・
６
５
０
３

２
月
15
日

９　広報いしおか　№５５
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担
を
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
２
割
負

担
に
見
直
し
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
の
を
据
え
置
く
も
の
で
す
。

※
す
で
に
３
割
負
担
の
方
、
ま
た
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る

一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
除

か
れ
ま
す
。

   

こ
の
見
直
し
は
、「
与
党
高
齢
者

医
療
制
度
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
」
に
お

い
て
、
70
～
74

歳
の
方
が
医
療

機
関
で
治
療
を

受
け
た
と
き
に

支
払
う
窓
口
負
担
に
つ
い
て
取
り
ま

と
め
た
も
の
で
、
政
府
と
し
て
も
こ

情報　ネットワーク

石岡市立石岡・八郷学校給食センター

給食物資納入希望者の方へ

◆届出資格　原則として市内の業者（個人または法人）
◆給食物資

　１．鶏肉類（鶏肉・鶏卵）
　２．豚肉類（豚肉・ハム・ウインナー）
　３．豆腐類（豆腐・油揚げ・こんにゃく類）
　４．野菜類（生野菜・いも類・果実類）
　５．乾物類（小麦粉・スパゲティ・マーガリン・ジャ
　　　ムなど）
　６．調味料類（油・砂糖・醤油・味噌・塩・ソースなど）
　７．冷凍食品（冷凍食品・冷凍野菜）
　８．その他（デザート類・生クリーム・納豆など）
※鶏肉類と納豆は、石岡給食センターのみでの受け入れ
になりますのでご注意ください。
◆提出書類　
　１．給食センターの給食物資納入指名参加願
　２．市税完納証明書等
　３．食品衛生監視票の写し（保健所発行のもの）
◆提出先

　教育委員会 学校給食課 石岡市立石岡学校給食センター
◆問い合わせ

　石岡学校給食センター
　〒 315-0011　石岡市正上内 16-16　☎ 22-6286
　八郷学校給食センター
　〒 315-0151　石岡市須釜 1300-1 　☎ 36-5252

◆受付期間　２月４日（月）〜15日（金）

県
立
筑
西
産
業
技
術
専
門

学
院 
学
院
生
追
加
募
集

平
成
20
年
度

　

県
立
筑
西
産
業
技
術
専
門
学
院
の

機
械
シ
ス
テ
ム
科
と
電
気
工
事
科
で

は
、
平
成
20
年
度
学
院
生
の
追
加
募

集
を
し
て
い
ま
す
。
受
付
は
随
時
行

い
、
毎
週
水
曜
日
に
選
考
し
、
金
曜

日
に
合
否
の
発
表
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

茨
城
県
立 

筑
西
産
業
技
術
専
門
学
院

☎
０
２
９
６
・
２
４
・
１
７
１
４

そ

の

他

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担

が
２
割
か
ら
１
割
へ
見
直
し

70
〜
74
歳
の
方

１
月
25
日
〜
２
月
８
日

都
市
計
画
案
を

　
　
　

縦
覧
し
ま
す

　

都
市
計
画
法
第
17
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
い
て
、
都
市
計
画
案
を
縦

覧
し
ま
す
。
ま
た
、
都
市
計
画
案
に

対
し
て
ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧

期
間
内
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
種
類

南
台
地
区 

地
区
計
画
の
変
更

縦
覧
場
所　

市
役
所 

都
市
計
画
課

縦
覧
と
意
見
書
提
出
期
間

１
月
25
日
（
金
）
～
２
月
８
日
（
金
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

※
閉
庁
日
は
除
き
ま
す
。

意
見
書
の
提
出
先

〒
３
１
５-

８
６
４
０

石
岡
市
石
岡
一
丁
目
１
番
地
１

石
岡
市
長 

横
田
凱
夫
あ
て
（
都
市

計
画
課
扱
い
）

問
い
合
わ
せ

市
役
所 

都
市
計
画
課

☎
２
３
・
１
１
１
１
（
内
２
９
７
）

　

70
～
74
歳
の
高
齢
受
給
者
証
を

持
っ
て
い
る
方
で
、
医
療
機
関
で

の
窓
口
負
担
が
1
割
の
方
は
、
4
月

か
ら
2
割
負
担
に
な
る
は
ず
で
し
た

が
、
4
月
か
ら
平
成
21
年
3
月
ま
で

の
１
年
間
は
、
1
割
に
据
え
置
か
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
平
成
18
年
６
月
の
制
度

改
正
で
、
70
～
74
歳
の
方
の
窓
口
負

れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

な
お
、正
式
に
決
定
さ
れ
て
か
ら
、

３
月
に
新
た
な
高
齢
受
給
者
証
を
再

発
行
し
ま
す
。
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茨城県産業別最低賃金の改定

　茨城県産業別最低賃金が、次のとおり改定されました。
　なお、以下の方については産業別最低賃金の適用が除外され、茨城県
最低賃金の時間額 665 円が適用されます。
　（１）18 歳未満または 65 歳以上の方
　（２）雇入れ後 6 月未満の方で、技能習得中の方
　（３）清掃、片付けの業務に主として従事する方
　（４）一般機械器具製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、
          繊維機械製造業（一部除外業種あり）
　（５）精密機械器具製造業のうち測量機械器具製造業、眼鏡製造業　
　　　（枠を含む）
　また、一部に平成 11 年 12 月 31 日発効の産業別最低賃金が適用さ
れる業種があります。
■ 茨城県の最低賃金　

件 　 　 　 名 時間額（円）効力発生日

茨 城 県 最 低 賃 金 665 H19.10.20

産
業
別
最
低
賃
金

鉄 　 　 鋼 　 　 業 770

H19.12.31

一般機械器具製造業 758

電気機械器具、情報通信機械器具、電子
部品・デバイス、精密機械器具製造業

752

各 種 商 品 小 売 業 726

■ 問い合わせ　茨城労働局 労働基準部 賃金室
　　　☎ 029 - 224 - 6216
　　　ホームページ http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/

～守ろう！確かめよう！この最低賃金～

　

少
子
高
齢
化
や
労
働
力
人
口
減
少

社
会
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が

能
力
を
一
層
有
効
に
発
揮
で
き
る
雇

用
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
さ
れ
、
４
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
法
で
は
、
①
労
働
条
件
の
文

書
交
付
・
説
明
義
務 

②
通
常
労
働

者
と
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
確
保
の

促
進 

③
通
常
労
働
者
へ
の
転
換
推

進 

④
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
援
助 

等
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

改
正
法
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

★
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
方
は

①
雇
い
入
れ
の
際
、
労
働
条
件
を
文

書
な
ど
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

②
雇
い
入
れ
の
後
、
待
遇
の
決
定
に

当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
を
説
明
し

て
も
ら
え
ま
す
。

③
待
遇
は
、
そ
の
働
き
や
貢
献
に
応

じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

④
通
常
労
働
者
へ
転
換
す
る
チ
ャ
ン

ス
が
生
ま
れ
ま
す
。

⑤
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
事
業
主

の
苦
情
・
紛
争
解
決
の
仕
組
み
が
整

え
ら
れ
ま
す
。

★
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
一
人
で

も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
の
方
は

①
雇
い
入
れ
の
際
、
労
働
条
件
を
文

書
な
ど
で
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

②
雇
い
入
れ
後
、
求
め
が
あ
っ
た
場

合
は
、
待
遇
の
決
定
に
当
た
っ
て
考

慮
し
た
事
項
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

③
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
通
常

労
働
者
へ
転
換
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
整

え
て
く
だ
さ
い
。

④
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
通
常
労

働
者
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
た
め

に
、賃
金
は
、職
務
内
容
・
成
果
・
意
欲
・

能
力
・
経
験
な
ど
を
勘
案
し
て
決
定

す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

⑤
通
常
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
す

べ
て
の
処
遇
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
禁
止
さ

れ
ま
す
。

⑥
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
苦
情

の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
自
主
的
に

解
決
す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

◆ 

問
い
合
わ
せ

茨
城
労
働
局 

雇
用
均
等
室

☎
０
２
９
・
２
２
４
・
６
２
８
８

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.  

ibarakiroudoukyoku.go.jp/

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

変
わ
り
ま
す
！

４月１日

　施行！
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２月９日

◆ 問い合わせ
　〒315 -0195　柿岡5680-1
　教育委員会　生涯学習課
　☎ 43 -1111 （内1242・1243)

☆
優
良
賞
☆

あ
な
た
の
言
葉
に

素
直
な
お
か
え
し
「
あ
り
が
と
う
」

岩い
わ
せ瀬　

愛あ

ゆ

み
悠
美
（
石
岡
中 

１
年
）

一
日
が
は
じ
ま
る
あ
い
さ
つ
大
切
に　

そ
こ
か
ら
広
が
る
人
々
の
輪

山や
ま
も
と本　

杏あ
ん
な奈 　

（
城
南
中 

３
年
）

オ
ア
シ
ス
運
動

  

オ 

お
は
よ
う

  

ア 

あ
り
が
と
う

  

シ 

し
つ
れ
い
し
ま
す

  

ス 

す
み
ま
せ
ん

平
成
18
年
度

　

﹃
オ
ア
シ
ス
運
動
﹄
標
語
の
部 

入
選
作
品

　

市
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
声
を

掛
け
合
い
、
よ
り
明
る
く
和
や
か
な

潤
い
の
あ
る
家
庭
や
地
域
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
オ
ア
シ
ス
運
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。そ
の
一
環
と
し
て
、

毎
年
オ
ア
シ
ス
作
文
・
標
語
を
小
中

学
校
、
高
等
学
校
、
一
般
か
ら
募
集

◆ 講師　教育評論家　親野　智可等氏

　1958 年
生まれ。公
立 小 学 校
で 23 年間
教師を務め
る。教師と
し て の 経
験・知識・

理解・技術を少しでも子育てに役立ててもらいたい
と、2003年10月から無料メールマガジン「親力
で決まる子供の将来」の発行開始。これが評判を呼
び、各メディアで絶賛される。2006年3月退職。
メールマガジンが子育て中の親たちの圧倒的な支持
を受け、メルマガ対象の教育・研究部門で2年連
続第1位に輝く。新聞・雑誌への連載も多数抱え
る超多忙な教育評論家である。
【主な著書】　『「ドラゴン桜」わが子の「東大合格力」
を引き出す７つの親力』『「親力」で決まる！』『「プ
ロ親」になる！』ほか多数。

生涯学習の集い中央大会
記念講演会　

　教育委員会では、「生涯学習の集い中央大会」に教育
評論家　親

おやの

野 智
ち か ら

可等氏をお迎えし、記念講演会を開催
します。
　どなたでも参加できます。入場は無料ですので、ぜひ
ご来場ください。 
◆ 日時　２月９日（土）　午前10時30分～
◆ 場所　中央公民館（柿岡5680-1）
　　　　 ☎43-6262
◆ 定員　600人

【プログラム】　
  9：00　 受付
  9：15　 開会式
  9：30　 家庭教育学級体験発表
10：00　 オアシス運動表彰
10：30　 記念講演
　　　　　閉会式

※託児（2歳～就学
前）あります。希望
する方は、1月 31
日（木）までに生涯
学習課に予約してく
ださい。

◎当日、臨時バスを運行します！
行き）9：20　  9：30　　　　9：35　　　　　    9：40　　   10：10

　  　市役所⇔石岡駅⇔水戸信金石岡中央店前⇔図書館前⇔中央公民館
帰り）13：05  12：55          12：50                    12：45         12：15

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
18
年
度
の
標
語
の
部
の

優
良
賞
の
う
ち
の
２
作
品
を
紹
介
し

ま
し
た
。
な
お
、
今
回
掲
載
し
て
い

な
い
優
良
賞
作
品
は
、
随
時
紹
介
し

ま
す
。

◆ 

問
い
合
わ
せ　

　

 

教
育
委
員
会 

生
涯
学
習
課　

　
　

☎
４
３
・
１
１
１
１

　
　
　
（
内
１
２
４
２
）

ご
存
知
で
す
か
？

「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
・
週
間
」

　

平
成
７
年
１
月
17
日
に
起
き
た
阪

神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
、

「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
（
１
月

17
日
）」
と
「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

週
間
（
１
月
15
日
〜
21
日
）」
が
定
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
広
く
国
民

が
、
災
害
時
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
や
住
民
の
自
主
的
な
防
災
活

動
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
と
と
も

に
、
災
害
へ
の
備
え
の
充
実
強
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
地
域
防
災
に
果
た
す
役
割
と
、

災
害
発
生
時
に
自
分
自
身
が
と
る
べ

き
行
動
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
！

◆ 

問
い
合
わ
せ

　

市
役
所  

総
務
課

　

☎
２
３
・
１
１
１
１

　
　
（
内
２
５
０
・
２
５
４
）

【講師プロフィール】

『親力で決まる子供の将来』

広
報
い
し
お
か
　
№
55　

1
月
１
５
日
号

「
広
報
い
し
お
か
」
は
、
最
寄
の
公
共
施
設
、
金
融
機
関
、
市
内
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
石
岡
駅
・
高
浜
駅
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

平成20年1月15日　編集／石岡市秘書広聴課　☎23‐1111　内線212　〒315‐8640茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

ホームページアドレスhttp://www.city.ishioka.lg.jp/　電子メールshichoushitsu@city.ishioka.lg.jp　メールマガジンをご利用ください。

　　　 再生紙70パーセントを使用しています。　　　 環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
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